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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 

全従業員が、仕事と家庭生活の両立をしやすい環境を作ることによって、その能力を十

分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

記 

 
１．計画期間 

 2020 年４月１日から 2025 年３月 31 日までの５年間 

 

２．内容 

目標 年次有給休暇の取得を促進し、公私両面での充実を図る。 

計 画 2020 年度 年次有給休暇取得率 55％ 

2021 年度 年次有給休暇取得率 60％ 

  

以上 

 


